
（案） 

物 品 売 買 契 約 書 

 

売払人 東浦町（以下「売払人」という。）と買受人    （以下「買受人」とい

う。）、次の条項により売買契約を締結する。 

 

（契約の目的） 

第１条 売払人は、買受人に対し、次の物品（以下「売払物品」という。）を売払い、

買受人はこれを買い受ける。 

（１）件   名 東浦町立小中学校タブレット端末等の売払い 

（２）売 払 物 品 小中学校タブレット端末（iPad） 他 

（３）引 渡 場 所 東浦町立藤江小学校始め７小学校及び東浦中学校始め３中学校 

（４）履 行 期 間 契約締結日の翌日から令和９年３月 31日まで 

ただし、引渡期間は令和８年９月１日から令和８年 11月 30日まで 

（５）契 約 金 額 ・小中学校タブレット端末 

（iPad第７世代）１台あたり金     円 

         ・小中学校タブレット端末 

（iPad第９世代）１台あたり金     円 

支払金額は、契約単価に引渡台数を乗じた総額に 100 分の 110 を乗じて

得た額（円未満切捨て）とする。 

（６）契約保証金 免除 

（数量及び仕様） 

第２条 売払物品の数量、型式、付属品その他の仕様は、別紙「東浦町立小中学校タ

ブレット端末等の売払い仕様書（以下、「仕様書」という。）」のとおりとする。 

（引渡し） 

第３条 売払人は、前条の売払物品を、第１条に規定する引渡期間及び引渡場所にお

いて買受人に引き渡す。 

２ 引渡しは、売払物品を買受人が現認し、受領確認書に署名又は記名押印すること

により完了する。 

３ 売払人の責めに帰さない事由により引渡しが遅延した場合、売払人はその責任を

負わない。 

（搬出の実施） 

第４条 買受人は、売払物品の搬出に当たり、関係法令を遵守し、売払人の指示に従

わなければならない。 

２ 搬出に係る保険加入、輸送手配その他必要な手続は、すべて買受人の責任及び費

用負担において行うものとする。 

３ 買受人は、搬出作業により引渡場所の施設等を損傷した場合、自己の責任と費用

により原状に回復しなければならない。 



４ 搬出作業により第三者に損害が生じた場合、買受人はその責任を負い、売払人に

損害を与えてはならない。 

（データ消去の実施） 

第５条  買受人は、売払物品に記録されているデータについて、売払人からの委託に

基づき、売払物品の引渡し後、仕様書に記載する方法により確実に消去しなければ

ならない。 

２ 買受人は、前項のデータ消去を完了した後、仕様書に定めるデータ消去証明書を

売払人に提出しなければならない。 

３ 買受人は、データ消去が完了するまでの間、売払物品を適切に管理し、第三者に

漏えい、滅失又は毀損させてはならない。 

４ 買受人は、データ消去に係る作業を第三者に再委託してはならない。ただし、売

払人が事前に承認した場合はこの限りでない。 

５ データ消去の不備、漏えいその他買受人の責めに帰すべき事由により損害が生じ

た場合、買受人はその一切の責任を負い、売払人に損害を与えてはならない。 

（代金の支払） 

第６条 買受人は、売払人が第５条第２項の規定により提出されたデータ消去証明書

の内容を確認した後、売払人が発行する納入通知書に基づき、指定された期限まで

に代金を支払わなければならない。 

（危険負担） 

第７条 売払物品の滅失又は毀損の危険は、売払物品の引渡しが完了した時点で買受

人に移転する。 

（所有権の移転） 

第８条 売払物品の所有権は、買受人が代金を全額支払った時点で買受人に移転する。 

（遅延利息の徴収） 

第９条 買受人は、売買代金を納期限までに納入しなかったときは、当該売買代金に

ついて、納期限の翌日から納入のあった日までの期間の日数に応じ、年 14.6 パー

セントの割合で計算した遅延利息を売払人に納付しなければならない。 

（契約不適合責任） 

第 10条 売払物品は使用済み端末であり、現状有姿で引き渡すものとする。 

２ 買受人は、売払物品の状態を確認したうえで買い受けるものとし、売払人に対し、

修補、代替物の引渡し、代金減額、損害賠償その他一切の請求を行うことができな

い。ただし、売払人の故意又は重過失により契約不適合が生じた場合は、この限り

でない。 

（契約の解除） 

第 11 条 買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、売払人は催告なく本契約

を解除できる。 

（１）代金又は遅延利息を期限までに支払わないとき 

（２）本契約に違反し、売払人が相当期間を定めて催告したにもかかわらず是正しな



いとき 

（３）破産、民事再生その他これに準ずる手続の開始申立てがあったとき 

（４）第 12条に違反したとき 

２ 前項の規定により売払人が本契約を解除した場合、買受人は、契約金額の 10 分

の 1に相当する額を違約金として、売払人が指定する日までに売払人に支払わなけ

ればならない。 

３ 売払人が受領した金銭を買受人に還付する場合であっても、当該還付金には利息

を付さない。 

４ 本契約が解除された場合、買受人は、売払人の求めに応じ、売払物品を原状で返

還しなければならない。 

５ 返還が不能又は著しく困難な場合、買受人は売払人に対し、その損害を賠償しな

ければならない。 

（反社会的勢力の排除） 

第 12 条 買受人は、自己が暴力団等の反社会的勢力でないこと、またこれらと関係

を有しないことを確約する。違反が判明した場合、売払人は本契約を解除できる。 

（協議） 

第 13 条 本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義が生じた場合は、売払人

及び買受人は誠実に協議の上、これを解決するものとする。 

（合意管轄） 

第 14 条 本契約に関する紛争については、売払人所在地を管轄する地方裁判所又は

簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

 

令和 年 月 日 

 

売払人 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所 20番地 

東浦町 

東浦町長 

 

買受人 （所在地） 

      （事業者名） 

（代表者役職及び氏名） 


